
 

 

 

三春滝ザクラ天然記念物指定１００周年記念キャッチコピー募集要項 

 

１ 趣旨 

三春町（以下、「町」という。）のシンボルである三春滝ザクラ（以下、「滝ザ

クラ」という。）は、大正１１年（１９２２年）１０月１２日に国の天然記念物に

指定され、令和４年（２０２２年）をもって指定１００年（以下、「指定１００周

年」という。）を迎えます。 

東日本大震災などのいくつもの苦難を乗り越え、長く、多くの方に守り、受け継

がれてきた滝ザクラの指定１００周年を祝い、後世に受け継いでいくための指定１

００周年記念事業（以下、「記念事業」という。）を実施します。 

この記念事業を広くプロモーションし、滝ザクラの歴史と魅力を発信していくた

めのキャッチコピーを募集します。 

 

２ 募集内容 

  記念事業の各種プロモーションに活用するためのキャッチコピー 

（１）滝ザクラの指定１００周年という節目を祝い、次の１００年につなげていくと

いう想いを簡潔かつ印象的に表現してください。 

（２）おおむね２０文字以内とし、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数

字の使用を可能とします。 

 

３ 応募資格 

  町在住の方、町に通勤・通学されている方、町及び滝ザクラを応援している方、

その他町及び滝ザクラにゆかりのある方（プロ、アマ、年齢を問わず誰でも応募可

能） 

 

４ 応募期間 

令和３年１２月２７日（月）から令和４年１月２８日（金）まで 

※郵送の場合、当日の消印有効 

 

５ 応募方法 

（１）応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、持参、ファックス、町ホームページ

（かんたん申請・申込システム）のいずれかで応募してください。 

（２）一人何点でも応募できます。 

 

６ 審査及び選考 

  町が設置する選考委員会で審査、選考を行い、決定します。 

 

 



 

 

 

 

７ 賞及び副賞 

（１）最優秀賞（採用作品）１点（副賞 ３万円相当の町産品詰め合わせ）   

（２）優秀賞       ２点（副賞 ５千円相当の町産品詰め合わせ） 

 

８ 結果発表 

  入賞者の方に直接通知するとともに、町ホームぺージ等で発表します。入賞者等

以外の方には、この発表をもって結果通知に代えます。 

 

９ その他留意事項 

（１）応募された作品の著作権、商品化権、使用権、商標権その他一切の権利は、無

償譲渡により、町に帰属するものとします。また、その他使用に関して著作者は

著作者人格権を行使できないものとし、商標登録、商品化に関する対価は無償と

します。 

（２）第三者の著作権、商標権、その他法律上保護される一切の権利を侵害するおそ

れのない自作の未発表作品にて応募してください。 

（３）応募にかかる費用については、応募者の負担とします。 

（４）応募作品のデータ、書類は返却しません。 

（５）応募作品は提出後に修正することはできません。 

（６）応募作品の受付通知及び不採用通知は行いません。また、選考過程の問い合 

わせには対応しません。 

（７）応募に際して提出いただいた書類は、厳重に管理し、採用審査の用途以外には

使用しません。これらに記載されている個人情報は、正当な理由なく第三者へ開

示することはありません。ただし、受賞者の氏名、お住まいの地域（都道府県及

び市町村まで）は選考結果発表のために公表することがあります。 

（８）未成年の方については、受賞した場合に親権者の同意が必要となります。 

（９）郵送や電子申請システム等の事故で作品が届かない場合や、不可抗力の事故及

び何らかの障害で作品が開けない等の問題が発生した場合、主催者は一切責任を

負いません。 

（１０）応募作品が既発表作品と同一、酷似している場合、または第三者の知的財産権

の侵害となる場合（応募後に侵害となった場合を含む）、法令に反する場合、ま

たは、本募集要項に反している場合は、受賞発表後であっても受賞を取り消すこ

とがあります。 

（１１）応募作品については、第三者から権利侵害などの損害賠償が提起された場合、

応募者自らの責任と費用で解決してください。町では一切の責任を負いかねます。

なお、応募作品に関連して、町が損害を被った場合は、損害を賠償していただく

場合があります。 

 



 

 

 

 

（１２）受賞作品には若干の修正を加える場合があります。 

（１３）以下の場合は失格とします。 

  ・提出書類に虚偽の記載をした場合 

  ・応募期間内に応募作品が到着しなかった場合 

  ・本募集要項の要件を満たしていない場合 

（１４）本規定に取り決めのない事項については、主催者の判断により決定します。 

（１５）応募の時点で、この募集要項の記載事項に同意したものとします。 

 

１０ 応募先・お問合せ 

  滝ザクラ１００周年記念事業キャッチコピー公募事務局 

（株式会社 三春まちづくり公社 観光部内） 

〒９６３－７７５１ 福島県田村郡三春町字北町１０ 

電 話 ０２４７－６２－３６９０ 

ＦＡＸ ０２４７－６２－３６９８ 

附 則 

 この要項は、令和３年１２月８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

三春滝ザクラ天然記念物指定１００周年記念 

キャッチコピー 応募用紙 

 

下記枠内をご記入ください                 
ふりがな 

住  所 
〒 

 
ふりがな 

氏  名 

(保護者氏名) 

 

（              ） 

ペンネーム※ 
 

 

年  齢      歳 

電話番号 
 

 

メールアドレス※ 
 

 

※印は、任意項目です。 

 

キャッチコピー＜２０字以内＞ 

 

 

    

   5 

     

10 

 

 

    

15 

     

20 

（注）漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字の使用可。 

   記号やスペースも１文字と数えます。 

 

作品についてのコメント 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

１ 応募にあたっては、三春滝ザクラ天然記念物指定１００周年記念キャッチコピー 

 募集要項を確認の上、応募してください。 

２ 応募をもって本募集要項に同意いただいたものとみなします。 

 


